
 

江東区基幹相談支援センター会計年度任用職員の募集について 

 
江東区障害福祉部障害者施策課では、主に地域の相談支援事業所（※）の支援を行う基幹

相談支援センターの設立にあたり、次のとおり会計年度任用職員を募集します。 
 
※相談支援事業所：障害のある方やそのご家族からの相談に応じ、相談内容に対する情報提
供や助言、必要な障害福祉サービスの利用に繋げる支援や、関連機関との連絡調整などを行
う事業所。 
 

１ 募集人数  １名 

２ 勤務場所 

※任期途中で勤務場所が変わりますので、ご注意ください。 
 
令和７年８月から令和８年１月下旬（予定）まで 

江東区障害福祉部障害者施策課 
（江東区東陽 4−11−28 江東区防災センター２階） 

 ・東京メトロ東西線「東陽町駅」徒歩 5 分 
 
令和８年１月下旬（予定）以降 

江東区基幹相談支援センター 
（江東区扇橋 3−7−2 江東区障害者福祉センター１階） 
・東京メトロ半蔵門線・都営地下鉄新宿線「住吉駅」徒歩 12 分 
・都営バス「扇橋三丁目バス停」徒歩１分 

「秋 26 系統」葛西駅前〜秋葉原駅前 
・都営バス「扇橋二丁目バス停」徒歩５分 

「東 22 系統」錦糸町駅前〜東陽町駅前、東京駅丸の内北口 

３ 職務内容 

(１) 障害者総合支援法第７７条の２に規定する基幹相談支援セン
ターにおける事務に関すること 
(２)前号に掲げるもののほか、障害者福祉に関すること 
(３)災害時における補助業務 



４ 応募資格 

次のいずれかの資格を有する方または採用予定日時点で資格取得見
込の方で、職務の遂行に必要な能力を有する方。 
(１)保健師または看護師の免許を有する方 
(２)精神保健福祉士の登録を受けた方 
(３)介護支援専門員の登録を受けた方 
(４)社会福祉士の登録を受けた方 
(５)相談支援従事者初任者研修の修了者であって、障害者等の相談
支援業務に関する実務経験を５年以上有する方 
(６)前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められ
る方 

５ 求められる能力 

(１)障害者の相談支援に必要な知識及び経験を有し、困難事例にも
前向きに取り組むことができる。 
(２)事業所や関係機関と良好なコミュニケーションを取ることがで
き、障害者の相談支援体制の充実に取り組むことができる。 
(３)上司や同僚に適切に報告・連絡・相談を行うことができる。 
(４)組織の一員として、職務が円滑に遂行できるよう協力・調整を
積極的に行うことができる。 
(５)職務上知り得た個人情報等の秘密を守ることができる。（その職
を退いた後も同様とする。） 
(６)服務規律及び職場のルールを遵守して業務に取り組むことがで
きる。 
(７)Word, Excel 等のソフトを操作し、基本的な入力・文書作成等の
事務ができる。 

６ 任期 

令和７年８月１日以降勤務開始可能日から令和８年３月３１日まで 
※１ 原則として、採用後１か月間は、条件付採用期間となります。 
※２ 令和８年４月１日以降、４回まで公募によらない再度任用へ 

の申込みが可能です。ただし、１年以内の任用であり、令和８ 
年４月１日以降の再度任用を保障するものではありません。公 
募によらない再度任用は、任用期間内の勤務実績等により選考 
のうえ、決定します。 

７ 勤務日数 １か月につき１６日勤務（土日祝を除く） 



８ 勤務時間 
１日につき７時間４５分勤務（休憩時間１時間） 
※勤務時間は８時３０分から１７時１５分、休憩時間は１２時から

１３時を基本とするが、業務都合により別途割り振りを定める。 

９ 休暇 

年次有給休暇 
※一会計年度内において、任用期間が６か月以上ある場合のみ 

夏季休暇（有給／７月１日〜９月３０日の間に取得可） 
妊娠出産休暇（有給／産前 6 週間、産後 8 週間） 
その他、慶弔休暇（有給）、妊婦通勤時間（無給）等 

１０ 報酬 

●報酬：月額 290,193 円（令和７年４月現在） 
 ※特別区人事委員会勧告等の状況により変更が生じる場合あり。 
●通勤手当：上限 55,000 円／月 
 ※ただし、月途中の任用の場合は、任用開始月の通勤費は支給さ 

れません。また、距離や経路によっては支給要件があります。 
●期末・勤勉手当 
 ※基準日（６月１日、１２月１日）前１か月以内に在籍し、かつ、 

一会計年度内において基準日までに発令されている任用期間が 
  ６か月以上または基準日までに発令されている任期が引き続い 
  て６か月以上あり、週当たりの勤務時間が 15 時間 30 分未満、 
  かつ、週当たりの勤務日数が２日以下でない者を対象に支給。 

１１ 社会保険等 健康保険（東京都職員共済組合）、厚生年金保険、雇用保険に加入。 
正規職員に準じて健康診断があります。 

１２ 応募方法・ 
申込期限 

●提出書類：①江東区会計年度任用職員申込書（カラー写真貼付） 
      ②課題作文表紙・原稿用紙 
      ③資格証明書の写し（応募資格を満たすもの。取得見 

込みの方は申込書の資格・免許欄にその旨を記載） 
●応募方法：上記①〜③すべてを郵送または持参 
●申込期限：令和７年６月６日（金）17 時 00 分必着 
●郵送の場合：封筒の表面左下に「会計年度任用職員採用選考申込

書類在中」と赤字で記載し、申込先へ郵送。 
●持参の場合：平日 8 時 30 分から 17 時 00 分に申込先へ持参。 
※申込書類は返却しません。また、今回の選考にのみ利用し、その

他の目的に利用することはありません。 



１３ 選考方法 

●一次選考：書類審査 
結果通知：合否は決定後、メールならびに郵送にて通知 

一時選考合格者には令和７年６月１１日（水）正午まで
に別途連絡 

●二次選考：面接（一次選考の合格者を対象として実施） 
日程：令和７年６月１６日（月）から２０日（金）を予定 

（詳細は、一次選考合格者に対して別途お知らせします。） 
場所：江東区役所庁舎内の会議室を予定 
結果通知：合否決定後、郵送にて通知 

１４ 注意事項 

地方公務員法第１６条に該当する以下の方は応募できません。 
(１) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行
を受けることがなくなるまでの者。 
(２) 江東区職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２
年を経過しない者 
(３) 人事委員会又は公平委員会の職にあって、第６０条から第６３
条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 
(４) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成
立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結
成し、又はこれに加入した者 

１５ 申込み先・ 
問い合わせ先 

〒135-8383 江東区東陽 4-11-28（防災センター２階 窓口 2-17） 
障害者施策課 基幹相談支援センター開設準備係 礒部・武 
電話番号：03-3647-2655 FAX：03-3699-0329 

 


